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審 査 請 求 ん,-;
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書

㎜ ‥
四

処　分 庁 ㎜ 福祉事務所長

平 成3T1 年 ５ 月 １ １ 日 付 け で 提 起 さ れ た 生 活 保 護 法 第613 条 に よ る 費 用 返 還 決 定 処 分

に 係 る 審 査 請 求 に つ い て 、 次 の と お り 裁 決 す る ．　　 ／　　　　　　　　 ／

●|　　・　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　・
＼ ．．　 ト　　　 ニ 主　　　 よ 文　　　　　 卜　　 ’．

づ　　 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ ５ 日 付 け 生 活 保 護 法 第 ６ ３ 条 に よ る 費 用返 還 決定 処 分　 ＜

の 納 付 金 額 を 『 四 乙円 月 こ変 吏 す る ．フ　　　　　　　 ニ

．　　　 ス　　 理　 ／　　　 由 ’゙‘　　　 Ｌ　　　　 … … 、

第 １ 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由　　　 卜

１　 審 査 請 求 の 趣 旨　　　　　　　　　　 コ　　　 一　 ＜　　　 ∧

本 件 審 査 請 求 は 、 処 分 庁 で あ･る 皿 福 祉 事 務 所 長 が 平 成2 ＼1 年 ４ 月 １ ５ 日･付 け で 審 査

●　　・　　li　. ●　　　　　　　　　 ・　　■r　.　　　.　　　　　　　　 ・
請 求 人 及 び 代 理 人 叫 下 「 諳 求 人 等 」 と い う ．） に 」． た 生 活 保 護 法 （以 下 「法 」 と い う ）

●　　　 丶’　　　　　　　　 ・　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　 ．１　　　　　　　　　 １第.63 条 に よ る 費 用 返 還 決 定 通 知 （ 以 下･ 「 本 件 処 分 」 と い う ．） を 不 服 と し て 取 消 し を 求

め 提 起 し た も の で あ る ．
‥

、

２　 審 査 請 求 の 理 由　　　　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　 １

本 件 審 査 請 求 の 理 由 は 、 要 す る に 次 の と お り で あ り 、 請 求 人 等 は 、 こ の 点 か ら 、1本 件 処

分 は 違 法 又 は 不 当 で あ る と 主 張 し て い る も の と 解 さ れ る ．　　 ピ
■　　　 ．　　･ 、　　　　　　　 ♂　Ｉ　　　　　　　 ．丶　　　　　　　　　　 －　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
＞　 処 分 庁 は 、 諳 求 人 が ４ 月 １ ５ 日 に 受 給 し た 亡 夫 ㎜ （ 以 下 「亡 夫 （ 父 ）」 と い う ．）

の 秦 支 給 年 金 ㎜ 円 を 保 護 開 始 時 点 に お け る 資 力 と 認 定 し 、 そ の 全 額 の 萃 還 を

求 め た も の で あ る ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　　　 ・

‘　　 こ れ に 対 し 、 請 求 人 等 は 、 当 該 未 支 給 年 金 は 亡 夫･ （ 父 ） が 生 存 し て い た 期 間 の 亡 夫 （ 父 ）

自 身 の 年 金 で あ り 卜 亡 夫 （ 父 ） に 関 し 、 誚 求 人 等 が 負 担 し た 医 療 費 、 紙 オ ム ツ 代 、 葬 祭 費

用 及 び 寺 へ の お 布 施 代 を 支 払 う た め の 親 族 か らこの 借 入 金 は 、 す ぺ て 亡 夫 （ 父 ） に 起 因 し た

費 用 ま た は 債 務 で あ る こ と か ら 、 当 該 未 支 給 年 金 を レ こ れ ら に 充 当 す る こ と は 当 然 に 認 め

け
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られるべきものであり、保護費の返還額の決定に当たっては√考慮されるべきと主張して
いるものである。　　　　　　　　　　　∧
また、請求人等は、ガスコンロの修繕費及び求職活動における交通費の負担も大きいと
き　　●　　・　　．　　　　　　　Ｉ･　Ｉ ／　。　　　　‘　　　　・
して、保護費の返還額の決炮に当たっては、請求人等のおかれている事情も考慮されるべ
老 と 主 張 七て い る も､の で ある｡ 。､､｡｡｡l｡｡､｡

，、冫 ●゛

第 ２ ・ 当 庁 の 認 定 事 実 及 び 判 断 ご　　　　　　　　　　 ｀　 ＼

崕　 認定 事 実　　　　　 卜 － ・

･調 査 し た と こ ろ 、 次 の 事 実 が 認 め ら れ る 。　　　 一犬 、　　　　 犬　　　　　 、＼。　　　　　　　　　　　、　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　・　　　　　　　　　●、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　・
（１） 処 分 庁 は 、 請 求 人 等 か ら 平 成 ２ １年 １ 月 ７ 日付 け で 、 生 活保 護 申 請 書 を 受 理 し 、 併

せ て 収 入 申｡告 書ﾐ 資 産 申 告 書 等 を 受 理 し た こ と。。　　　　 フ
、　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。　　　　　　　　　　　　　　　　　¶

イ ・（２） こ の 時 の 収 入 申 告 書 に は 、･平 成 ２ １年 ３ 月 頃か ら 年 ㎜ 円 、 年 ㎜

四 円、 牟 成 ２ １ 年 ８ 月 頃 か ら年　　　　　　　 円 、献= 父 親 の平 成 ２ ０ 舳㎜

２ 月 分 年 金 ㎜ 円 程 度 の年 金 の見 込 みが あ る こ と が 記 き れ て いる こ と。

"丶　　・　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ（ ３） こ の 時 の 資 産 申 告 售 の 「負 債 （借 金 ）」 欄 に は 『無 』 に○ が 表 記 さ れ て い る と と 。

（ ４） 処 分 庁 は 、平 成 ２ １ 年 １ 月｡･14 日 に 請 求 人 等宅 を 訪 問 し 、 請 求 人 等が 父 親 の 葬 儀 を

行 う 際 に 、親族 （母 方 の 甥 ）か ら ㎜ 円 を 借 入 し て い る と の 申し 出 が あ り二

こ れ を 承 知 し た こ と 。･　　 、 ∧　　　　　　　　　　　　　　　　　 つ
｜　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　　　dl･ ●■　｡ 』･¶　｡　　｡

（5 ） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １ 年 １ 月 ２ ６ 日 に 保 護 膏 決定 し 、 申 請 日に 遡 り 保 護 を 開始 し た こ

＼と 。　　　　　　　　　　 ’　 卜

（ ６） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １ 年 ２月 ６ 日 に 請 求 人 等 宅 膏 訪 問し 、 脯 求 人 等 に ２ 月 に 支 給 さ れ

ゴ　 る 年 金 に つ い て 隘 返 還 金 が 発 生 す る 旨 を 説 明 した 。 この 際4 請 求 人 等 か ら の病 院や 親

＼ ・　 族 へ の 返 済 の だ め 月 ２ ０ 万 円 無 い と 生 活 で き ない と の 申 し 出 に 対 し √ 生 活 保 護 費 か ら

‘　　　　　　　　ｉ●　　　　　
．　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　 ．　Ｉ

∇ ダ ’借 金 を 返 す こ/と は で き な い 旨 を 説 明 し た こ と 。　　　　　 ニ　 ヘ
・　　　　　　　　Ｉ　　　　　Ｉ　　　　　。　　　　　　　　　 １

（７） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １ 年 ２ 月。１ ０ 日 付 け 保 護 決定 （変 更 ） 通 知 書 に て 請 求 人 等 の 遺 族

:｡　　　厚 生 年 金 及 び 遺 族 共 済 年 金 の 収 入 認 定 に よ り 、過 支 給 と な っ た ㎜ 円 の 返 納

を 求 め 、 請 求 人 等 は 平 成 ２ １年 Ｓ月 ５ 日 に返 納 し た こ と 。

･（ ８） 処 分 庁 は 、「平 成 ２ １ 年 ２月 １２ 日付 け ２ ０ 厚第3  3  2  0 号 生 活 保 護 法 第 ６ ３条 の 規

定 に よ る 費 用 返 還 に つ い て （通 知 ）」 に て 、 諳 求 人 等 に対 し 、亡 夫 （父） の 年 金 等 の死
■　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　 ・　　¶

、　　 亡 一 時 金 が 支 給 さ れ る た め; 既 に 受 け て い る 保護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 返 還 義 務 につ

、い で 予 め 通 知 し た こ と 。　 厂　　　　　 ‥　　　　 よ　 し　　　 ｊへ

・厂 （９） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １年 １ 月 ２ ９ 日付 け 保 護 決定 （変 更 ） 通知 書 に て １ 月 分 の 生 活 保

護 費 と し て 生 活 扶 助〃 円 、住 宅 扶 助 ㎜ 円の 計 四､ 円 、

平 成 ２ １年 １ 月 ２ ９ 日 付 け 保 護 決 定 （変 更 ） 通知 書 にて ２ 月 分 の 生 活 保 護 費 と し て 生

活 扶 助 ㎜ 円 、 住 宅 抹 助四､ 円 の 計 ㎜､ 円 、 平 成 ２ １

。年 ２ 月 ２ ５ 日付 け 保 護 決 定 （変 更 ） 通 知 書 に て ３ 月 分 の 生 活 保 護 費 と し て 生 活 扶 助､●

μ
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1 円、住宅扶助､四 円の計㎜ 円、平成２１年３月２６
日付け保護決定（変更）通知書にて４月分の生活保護費として生活扶助四 ・
円、住宅扶助四 部 ）`計－ 円をヽそれぞれ請求人等に通知し、平｀
成２１年２月５日から平成２１年４月３日の問に㎜ 円を支給しているこ

－ こ･･ｊ ･･･●･と ヽi- ･･ ・　　 … … ……･ '． １ ●ｌｊ ｙｉｒ ｔ･,･

（10 ） 処 分 庁 は √平 成 ２ １年 ４ 月1.5 日 に 請 求 人 等 か ら 提 出 さ れた 亡 夫 （父 ） に 係 る 未 支

給 年 金 ・保 険給 付 振 込 通 知 書 の 写 し 等 を 受 理 し 、 同 日、 請求 人 等 の金 融 機 関 口 座 に 亡

夫 （父 ） の 退 職 年 金 ㎜ 円 、 厚 生 年 金 通 笄 老 齢､㎜ 円 、 合 計 簡

１ 円が 振 り 込 ま れ た こ と を 確 認 し た ことj　　　 一　　 ▽

（Ｈ ） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月1 ↓ 日 、 請 求 人 等宅 を 訪 問 レ 未 支 給 年 金 の 兢 還 に つ い
・　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

て 説 明 し た 。ダこ の 際 、 請 求 人 等 か ら の 親 族 へ の借 金 返 済 や ガス コ ン ロ の 修 繕 費 な どで

生活ができないため、半額でもいいから免除して欲しい旨の申し出に対し、返還は必
要 とな る 旨 を 説 明 し た こ と 。　　　　　 犬　 犬 上 ‘･　　　　　　　　　 卜　 っ

（12 ） 処 分 庁 は 、 平 成2 1 ’年 ４ 月 １ ５ 日、 本 件 処 分を 決 定し た こ と 。 そ の決 定 費 用 返 還 額

・ は 、 ㎜ ‘円 ヤ あ っ た こ と 。

¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　 ・（13 ） 処 分 庁 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２（）日付 け 保 護 決 定 （変 更 ） 通知 書 に て 請 求 人 等 の遺 族

厚 生 年 金 の 認 定 替 え 、 遺 族 共 済 年 金 の 認 定 替 え 及び 亡 夫･ （父 ） の 未 支 給 年 金 の収 入 認

定 に よ り 、 過 支 給 と な っ た ㎜ 円 の返 納 を 求 め、 請 求 人 等 は 平 成 ２ １年 ５

月 ］j日 に こ れ を 納 付 し た こ と 。　　　　　　　　　　　　　　　　 厂

（14 ） 請 求 人 等 は 、 亡 夫 （父 ） の 平 成 ２ ０年1 1 月 １ １ 日か ら平 成 ２ ０年 １ ２ 月 ３日 ま で

及 び 平 成 ２ ０年 １ ２ 月 り 日か ら 平 成2･0^1  2 月 ２ ２ 日 まで の入 院 医 療 費 合 計 ㎜

㎜ 円 を 負 担 し 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 末 まで の 分 納計 画 で 返 済し て い る こ と 。

（15 ）僵 求 人 等 は 、 亡 夫 （父 ） の 生 前 の 入 院 期 間･に 要 し た 紙 お むつ 等 の費 用 ㎜

ヽ　　lI　　　　　　　　　　　　　　　　・円 を 支 払 つ が い る こ とl　　　　　　　 つ ＼　　　 ◇　　　 卜　　 厂　 し

（16 ） 請 求 人 等 叫 亡 夫 （芦 ） の 葬 儀 代 金 と し て 葬儀 会 社 に ㎜ 円 を 支 払 つ て い

る こ と 。

（17 ） 請 求 人 等 は 、 亡 夫 （父 ） の 葬 儀 の 際 に ㎜ 円 の タ ク シ ー 費 用 を 支 払 っ て い る
Ｉ　　Ｉ　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　ｌ

こ と 。　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　 十｡

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　/（18 ） 請 求 人 等 は 、 亡 夫 （父 ） の 葬 儀 の 際 に 、 お 布施 と し て ㎜ 円 を 寺 に 支 払

づ て いる こ と 。　　　 ’ ｊべ　　　 ゛　　　　　　　　　　　　 ’‘　　　　　　　　　　 ご

（19 ） 請 求 人 等 は 、 ガ ス コ ン ロ の 修 繕 費 と し て 、 平 成 ２ １年 ３月 １ ９ 日 、 ２ ７ 日 及 び ４ 月
・　　●　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 １

２ ８ 日､の 三 回 に 分 け て 計 ㎜ 円 を支 払っ て い る こ と。　 △

・（20 ） 審 査 請 求 人 は 、 平 成 ２ １ 年 １ 月 ８ 日万か ら 平 成 ２ １年 ６月 ６ 日 の 間 にヽ
㎜

（

回赴き、求職活斷を行っていること
に4回 ㎜ に15

カ
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２　 判 ▽　 断　　　　 ．

丶　　　　　　　　　　　　　　 ㎜　　　　　　　　　　■(1) ア　 法第 ４ 条 第 １ 項 はj 保 護 は 、 生 活 に 困 窮 する 者 が、.そ の利 用 し得 る資 産 、 能 力､そ

の 他 あ らゆ る も の を 、そ の 最 低 限 度 の 生 活 の維 持 のた め に 活 用 す る こ と を 要 件 と し

て 行 わ れ る と 規 定 し て い るｉ，　　　¶･　　　　・　　．Ｉ　　．Ｉ　　Ｉ　　　･･．`　　　ｌ　　　　　　．
．　●　　　Ｉ

／･　’･゙  イ 万そ し て 、 法 第 ご63 条 によ れ ばＪ 被 保 護 者 が、 急 迫 の場 合 等 にお い て 資 力 が あ る に

も か か わ らず 、 保 護 を 受 け た と き は 、･保 護 に要 す る 費 用を 支 弁 した 都道 府 県 文 は 市

・　町村 に対 し て 、 す み や か に 、 そ の受 け た 保 護 金 品 に相 当 す る 金 額 の 範囲 内 にお い て

｀保護 の実 施 機 関 の 定 め る 額 を 返 還 し な け れ ばな らな い とさ れ て い る ．

卜　　　　 こ れ は 、` 本 来 、 資 力 は あ る が 、 こ れ を 直 ち に 最 低 生 活 のた め に活 用 で き な い 事 情

にあ る 場 合 に と り あ え ず 保 護 を 行 い 、 資 力 が 換 金 さ れ る な ど 最 低生 活 に 充 当で き る

∧　　 よ う に なっ た 段 階 で 既 に支 給 し だ 保 護 金 品 と の 調 整 を 図 ろ う と す る も の で あ り.、 被

保 護 者 の 状況 を 知 り う る 保 護 の 実 施 機 関 が 裁量 によ り 定 め た 額 を 、被 保 護 者 に 返 還

／　 さ せ よ う と す る も ので あ る ．
¶　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｌ　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　・

ｊ　　 ウ　 上 記 の 趣 旨 に 照 らす と; 返 還 額 を 定 め る に当 た っ て は 、 原 則 とし て 当 該 資 力 を 限

度 とし て 、 支 給l し た 保 護 金 品 の 全額 を 返 還 額 と す べ き も ので あ るが 、 被 保 護 世 帯 の

∧　　 自立 更 生 の た め の や む を 得た い 用 途 に 犇 て られ た も ので あり て 、裨 域住 民 と の 均 衡

’　 を 考 慮 し 、 社 会 通 念 上 容 認 さ れ る 程 度 と して 保 護 の 実 施機 関 が 認 め た も の につ い て

卜　　 は 、 本 来 の 要 返 還 額 か.ら 控 除ﾚし て 返 還 額 を 決定 し て も 差 し 支 え な い も の と され て い

＼　　 る ．（生活 保 護 手 帳 別 冊 問 答 集 ２ ０ ０ ９ 向1‘3 一 台）　　　　　　　　　　　 ’
丁　Ｉ．　　　　` 　　　　　　　　　　、　●　　　　　　　　●

浙

（ ２ ） ア　 そ こ で 、 こ れ を 本 件 に つ い て 考 え て み る と 、 請 求 人 等 が 受 給 し た 未 支 給 年 金 ・

㎜ 円 に つ い て 、 請 求 人 等 は 、 前 記 認 定 事 実 （ １ ４ ） 記 載 の と お り｀
、 亡 夫 （ 父 ）

卜　 の 生 前 の 医 療 費 ㎜ 円 を 負 担 し て い る ．請 求 人 等 は 、当 該 未 支 給 年 金 は.
､　　　　 ・　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　 ・l･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　I ¶ヶ　　 亡 夫 （父 ）･が 生 存 し て い た 期 間 の 亡 夫 （ 父 ） 自 身 の 年 金 で あ る か ら 、 こ れ を 亡 夫 （ 父 ）

●　　　　　 ．･　・　　’ｊ　　　　　　　　　　･ ●　　 ●
．．　　　　　　 、 ｌ　　　　　　　　　　　

・
自 身 の 医 療 費 に 当 て る こ と は 鰓 め ら れ る べ き セ あ り 、 こ れ を 誌 め ず 、 返 還 を 求 め た

．　　　　　 丶`　　I舮　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　 ．　　●　．　　　 、　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　 Ｉ
処 分 庁 の 決 定 は 不 当 で あ る と 主 張 し て い 氛 ’　　　 し ’

こ れ に 対 じ 、処 分 庁 は 、当 該 未 支 給 年 金 は､ 請 求 人 等 の 固 有 の 権 利 と し て 請 求 し 、

給 付 を 受 け た も の で あ り 、 相 続 財 産 で も な い と し て い る ． こ れ は 、 国 民 年 金 法 第 １

９ 条 及 び 厚 生 年 金 保 険 法 第 ３ ７ 条 の 規 定 め 解 釈 で あ り 、 こ れ に つ い て は 最 高 裁 判 例　 ．･

･･　　 （ 平 成 ７ 年 １ １ 月 ７ 日 第 三 小 法 廷 平 成 ３ 行 （ ツ)  2  1  2 号 ） に お い て も 判 示 さ れ て

お り 、 処 分 庁 の 判 断 に 違 法 又 は 不 当 な 点 は 認 め ら れ な い ．　　　　　･ パ

ま た 、 未 支 給 年 金 は 亡 夫 （ 父 ）･･の 死 亡 後 （ 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月‘22 日 以 降 ） い つ で

も 請 求 す る こ と が で き る こ と か ら ご 保 護 申 請 の あ っ た 平 成 ２ １ 年 １ 月 ７ 日 時 点 已 お
●　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀

い て 、 請 求 人 等 に は 資 力 が あ っ た も の と 認 め ら れ る こ と か ら 、 処 分 庁 が 当 該 未 支 給

◇ ヽ 年 金 を 法 第 ６ ３ 条 の 規 定 に よ る 要 返 還 額 の 対 象 と し た 判 断 に つ い て も 違 法 又 辻 不　 、

卜　 当 な 点 は 認 め ら れ な い ．　 卜　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　･ ．



刷
万
「
」

怙

圉

⊇

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、亠

Ｓ
１

１

Ｉ

Ｉ

。

Ｉ

Ｉ

Ｉ
一

一
！

―

φ ● -冲

丶● －  ● ･

一方、生活保護手帳別冊問答集2  0 0 9問８－９ ５において、保護開始前の借金
に対する弁済金については、収入から控除するごとは認められないとしている6 こ

れは、もしそのような措溘を衂めるならば、保護を受ける以前におけ名個々人によ 。
●　　　　　･･　　　　　Ｉ　　。 ●　　　　　　　　　　Ｉ　　　　・。

つて異なる程度に営まれてきた生活までも、生活保護法によって保障すさ)こととな

C り

････　 ・　･･　I .; . ‘●i' 1･ .･･ ;･9-゛=1゙ ､ｌ £･βこｰ:･.″.ど き か ら 将 来 に 向 か 石 て そ の 最 低 限 度
の 生 活 の

維持 を保障せ んとす る生活 保 護法 の目的か ら著 しく逸脱す るこ とになるとの考 え

方 で ある。この考え方 は、法第 ６３条 の返 還額 を決定する 場合にお いて も堅持 され

る べき もので ある ごと か ら、処 分庁 が 、請求 人等｡の亡夫 （父）の生 前の医療費 に係

る債 務につい て控除 しな い とした判 断に違 法又は不当な点は認 め られな い。
ミ　　　　　　　●　　　　　　　　Ｉ　　　　　　・な お､ 請求人 等が主 張 する寺 へ のお布 施代 を支払うため の親族 からの借入 金 につ

いて も、同様 の考 え方 により、 認め られない もので ある。

イ　 次 に、前記認定 事実 （１ ５）、（１ ６）、（１７）の紙おむつ 代、 葬儀代 金、タ クシ
／　 一 費用 の負担 につ いて は、処分庁 はこれ らの事実について請求 人からな んら話 を聞

い てお らず、請求 人 も事 前 に処 分庁 に伝えていな い。

＼　　　処 分庁が返 還額 の決 定に 当た り、被 保護者 に対して 事前の説明や 調査を行う こと

は必 須要件 とはなって いな い。処分庁 は返 還額 の決定時点 にお いて、これらの事実

つ につ いで は承知 しえな い こ とで あ り、当該 経費 を控除 の対象 とし なかった処分庁 め

＿jl 断に違法又は不当な点は認められな収
： ウ　 次 に、 前 記 認 定 事 実 （２ ０）､の 求 職 活 動 に 係 る 交 通 費 に つ いて は 、そ の頻 度 は 著

’
し く 多 い と は 認 め ら れ な い た め 、 当 該 経 費 を 控 除 の 対 象 と し な か っ た 処 分 庁 の 判 断

、に 違 法 又 は不 当 な 点 は 認 め ら れ な い。

工　 次 に 、 請求 人 等 が 主 張 す る 亡 夫 （父 ） の二 周 忌 の 法 要 に か か る 費 用 に つ いて で あ
■　　１　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　ｌ

る が 、 当 該経 費 は 直 ち に 必 要 と す る も の で な く 、 将 来 予定 さ れ て い る支 出 に対 す る

備 え で あ 鰕 ゛認 め る こ と ほ で き な いレ　　　　 レ　　　　　　　　 ‥　 ∧

オ　 次 に､f 前 記 認 定 事 実 ［ ］/9 ） の ガ ス コ ン ロ の 修 繕 費 につ い てで あ る 。 処 分 庁 は 、
二　　　　　●　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　

¶　　　　　　　　　　。･保 護 金 品 の 全 額 を 返 還 額 と す る ご と が 、 世帯 の 自 立 の助 長 を 著 し く 阻 害 す る と 認 め

ら れ る よ うな 場 合 に･は 、 そ れ ぞ れ の額 を 本 来 の 要 返 還 額 か ら控 除 で き る 旨 が 生 活 保

護 手 帳 別 冊 問 答 集 問1  3  -  5 で 示 さ れ て お り 、｡本 件 にづ いて は 、（答 ）（２） ア～ オ

に該 当 す る か が 判 断基 準 に な る と 考 え る｡ ガ ス コ ン ロ 代 につ い て は 、局 第･7-4  (2)

に 規 定 す る 住 宅 維 持 費 の 対 象 に は な ら ず 、 ま た 局 第7-2  (6) ア ～ エ 家 具 什 套 と

し て 考 え た 場 合 も 、 相 談 を 戔 け た 平 成 ２ １年 ４ 月 １ ５日 の 時 点 で は 、 ブ の 保 護 開 始

時 と は い え ず 、 家 具什 器 の 支 給 事 由 に 当 年 ら な い こ と か ら 、 ガ ス コ ンロ 代 を 返 還 額

。か ら 控 除 す る こ と は で き な い 、 と 主 張 す る。 、

処 分 庁 は、「住 宅 維 持 費 」及 び 「家 具 什 器 」 に 着 目 し 、そ れ ぞ れ の 規 定 に は適 合 し

な い た め 、 返 還 額 か らは 控 除 で き な い と 判 断 し て い る。 十　　　　　　　
匸

請 求 人 等 か ら提 出 め あ っ た 領 収 書 か ら 判 断 す る と、 当 該ガ ス コ ン ロ の 修 繕 費 と は 、
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ガスコンロ本体とガスホ＝ヽス の更新であり、処分庁の主張のとおり住宅維持費の対象
亠lfy？･こｆy･1.丶　ylごl●･C57 t=3“ ””’丶　　．･=‾･`
とはならない。仮に家具什器として保護（変更）申請があうた場合でも、相談._‥. ，＿ 一 － ，．．,．こ ，ｇ.χこX ･ｔ･萌 が の っ/ こ砺曾 で も ， 相 談 時 点 に　 し，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

¶　　　　　　　　・
お いて は 支 給 要 件 を 満 た さ な い た め ，家 具 什器 の 対 象 に もな ら な い と す る 処 分 庁 の判

丿　断 に 違 法 又 は 不 当 な 点 は 認 め られ な い ．　　　　　　　　　
二, ．，………….,.,...，1,...ﾚ,.．...･,.,-.....

－　　　　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　
皿　　●●･･　･-!.･●●･.･　　　　　　　　　j，･－･･こ･･･じｰがｔ･ な'が4ら'J‾返 還 巓 銜 咄 ぎに 当 た っ て ，自 立 更 生 の た め の 用 途 に 当て られ た も の　 二

として控除の対象となりうるものとしては、上記の「住宅維持費」又は「家具什器」
71り､４-７１ｆ･ヽノ‘　ΓΞml=2y=f一一゙ -－だけでなぐ 「課長通知第８の４ Ｑ」 の認定基準についても考慮することが可能であ｀る。当該執長通知（２）･の々においては「当該世帯において利用の必無性が高い生活用品であって、保有を容認されるものの購入にあてられる場合は、直ちに購入にあて．　　　　　　　　　　　　　　　　　　"' ‾" ‾'･　－" ″●丶゙冫ｉtiｒノ丶iL ｕC/ 廴ら れ る 場 合 に 限 り

、 必 要 と 認 め ら れ る 最 小 限 度 の 額｣ と さ れ て い る ． ガ ス コ ン ロ は 日●　　　　　　 ・　　　　　　　　　　 ．　
●　　　　　　 ・　 ●常 生 活 に お い て 十 分 利 用 の 必 要 性 の 高 い 生 活 用 品 と し て 認 め ら れ る も.の で あ る か ら

、今 回 ９ ガ ス ニI.ン ゜ 修 繕 費 は 返 還 金 の 決 定 に 当 た り
ヽ
控 除 対 象 と な り う る も の と 考 え る ．／　 ま た

、 生 活 保 護 手 帳 別 冊 問 答 集 問13-5 の( ２) ウ に 記 載 さ れ て い る と お り 、 当該 控 除 は 原 則 と し て 、 事 前 に 実 施 機 関 に 相 談 が あ っ た 場 合 に 限 ら れ 、 事 後 に 相 談 が あ■　　　　　　 ■　　　　 Ｊ･　　　　　　　　　　　　　　　
Ｉ　Ｉ　　　　　Ｉ－ 七●` 7' ｔ- ｈ- ヽ●ヽ － ４゛ 一 ゛' ‾つたことについて真にやむを得ない事情が認められるものについては、挙証資料によ

って確認七きるものに限り、控除できることとされている。、

前述のとおり、当該経費の控除は、原則として事前に実施機関に相談があった場合に限られる。今ケースの場合、少なくとも平成２１年β月１９日にはガスコンロ修繕に着手していることが確認でき、処分庁に伝えたのは平成２１年４月１５日であり、●･　　　■　　　　　　　　　　・唹攸ya↓n"ｋ三-ご`“　　　　　　　　二　　　"･ ‾事後の相談である。

卜　 請求人等は、平成２１年４月１５日にケースワーカーに対して．ガスコンロの修繕ﾐ､..………………費等があり、返還を免除して欲しい旨を伝えている．請求人等から提出された領収書．／　 によると、平成２１年３月･19 日、同年 ３月２７日、同年４月２８日の三回に渡って
支 払っていることが確認できる．　　　 ／

ガスコンロは日々の生活において必要な煮炊きを行うための重要な生活用品であ
り、使用できなくなった場合は速やかな更新が不可欠である。処分庁が請求人等に対
･して、返還額からの控除の可能性jのある事項 につ｡りて積極的比説明を行っておら十、
請求人等が当該経費を返還控除には事前の相談が要件となることを知る機会がなか
ったことを考えると、処分庁への相談が平成２１年４月亅 ５日の事後になってしまっ
･たことにういては、真にやむを得ない事情があったと認められるべきと考える。匸
したがって、当該ガスコンロ修繕費について、平成２１年４月１５日に処分庁に申

し出があったにも関わらず、処分庁が控除 の対象としなかったことは、不適当である
から

い返還額はレ当該ガスコンロ修繕費㎜ 円を除した　　　　　　　 円と四
、変更 されるべきである。　　　　　　　　　　　　　

‘

（３）二そ の他、本件処分に違法又は不当な点はない。
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よってi 行政不服審査法第４０条第５項の規定に基づき主文のとおり裁決する。

平成２１年６月３０日

.J. こ こ。こ r･ ｡` x '？。- 吶ｓ . ●丶 ●|. ●･,･. ‘･ ’ ‘: ’ .:　　.･

長 野 県 知 事　 村

！ . ' ･ ， 1 ･ . な ･ " . . ･ . ･ - ･ ･ '

井

こ め 裁 決 に 不 服 が あ る とき は 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を知 っ た 日 の翌 日か ら 起 算 し て

３ ０ 日 以 内 に 、厚 生 労 働 大 臣 に 対 し 再 審 査 請 求 を す る こと が で き ま す。（な お 、｡裁 決 が あっ た

こ と を知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日以 内 で あ っ て も、､裁 決が あっ た 日 の 翌 日 か ら起 算 し
II ●” ’

て １年 を 経 過 す る 六 再 審 査 請求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。）　　　　　　 、　　　 卜

ま た 、 ご の 裁 決 につ い て は 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日か ら 起 算 し て ６ か 月以

内 に 、 こ の 裁 決 の 前 提 とな る 決 定 を し た 市 を 被 告 と し て （訴 訟 にお い て市 を 代 表 す る者 は 市長 ｀

とな り ます 。） 決 定 の取 消 じ め 訴 え を 、 あ る い は 県 を 被 告 と し て （訴 訟 に お いて 踉 を 代 表 す る
。　　　　　　　　　　　　丶　　　　　　　　　　

●　　　　　　　　・者 は知 事 と な り ます 。） こ の 裁 決 の取 消 し の 訴 え を 提 起 する こ と が で き ま す 。　 へ

（な お 、裁 決 が あ っ た こと を 知 っ た 日 の 翌 日か ら 起 算 し て ６ か 月以 内 であ づ て も 、裁 決 があ っ

た 白 の 翌 日 か ら起 算 し て １年 を 経 過 す る と 決 定 及 び 裁 決 の 取 消 し の 訴え を 提 起 す る こ とが 懲
㎜■･･¶Ｉ･　●- 。　　■　　　　　　　　 ●　　　　　Ｉ　　　　　¶Ｉ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。　ミ

き な く な り ま す 。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厂

上記は謄本です

平成２１年６月3jO 日
／

長野県知事　 村　井

繝


